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年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２３
（
以
下
、
国
保
税
）
納
税
通
知
書

を
７
月　

日（
金
）に
送
付
し
ま
す
。

１５

納
期
は
９
回
と
な
り
ま
す

　

納
付
書
や
口
座
振
替
の
方
法

（
普
通
徴
収
）
に
よ
り
納
付
す
る

方
は
、
８
月
１
日
（
月
）
か
ら
９

回
の
納
期
に
な
り
ま
す
（
左
下
表

１
参
照
）。第
１
期
の
納
期
限
は
８

月
１
日
（
月
）
で
す
。
納
め
忘
れ

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き 

（
特
別
徴
収
）に
つ
い
て

　

国
保
税
を
年
金
か
ら
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
に
よ
り
納
め
る
仕

組
み
が
制
度
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険（
国
保
）

の
被
保
険
者
全
員
が
、　

歳
～　

６５

７４

歳
の
世
帯
の
世
帯
主
で
す
。
た
だ

し
、
次
の
方
は
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。
①
特
別
徴
収
の

対
象
と
な
る
年
金
が
年
額　

万
円

１８

未
満
の
場
合
②
介
護
保
険
料
の
天

引
き
と
合
わ
せ
た
額
が
、
年
金
額

の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合
③
世

帯
主
が
年
度
途
中
で　

歳
に
な
る

７５

場
合
④
擬
制
世
帯
の
場
合
（
世
帯

主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て

も
、
同
一
世
帯
の
方
が
国
保
に
加

入
し
て
い
れ
ば
、
納
税
義
務
者
は

世
帯
主
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
世
帯
を
擬
制
世
帯
と
い
い
ま

す
）。

　

特
別
徴
収
の
決
定
通
知
書
は
、

普
通
徴
収
と
同
様
に
、
７
月　

日
１５

（
金
）
に
送
付
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】国
保
税
は
年
金
支
給

の
と
き
に
天
引
き
と
な
り
ま
す
が
、

新
た
に　

月
か
ら
特
別
徴
収
が
始

１０

ま
る
方
は
、
９
月
ま
で
は
普
通
徴

収
の
方
法
に
よ
り
納
付
し
、　

月
１０

の
年
金
支
給
か
ら
天
引
き
と
な
り

ま
す

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別

徴
収
）か
ら
口
座
振
替
へ
の

納
付
方
法
変
更
に
つ
い
て

　

国
保
税
の
納
付
方
法
を
特
別
徴

収
か
ら
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

８
月
４
日
（
木
）
ま
で
に
納
付
方

法
の
変
更
の
申
し
出
書
を
保
険
年

金
課
（
市
役
所
１
階
）
に
提
出
し

た
場
合
は
、　

月
の
特
別
徴
収
を

１０

中
止
し
、　

月
末
か
ら
口
座
振
替

１０

に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
８
月
５
日
（
金
）
以
降
に
手

続
き
を
し
た
場
合
は
、　

月
以
降

１２

の
特
別
徴
収
を
中
止
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で

の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
状
況

か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】①
認

め
印
②
振
替
口
座
の
分
か
る
も
の

と
届
け
出
印
（
新
規
に
口
座
振
替

の
申
し
込
み
を
す
る
方
は
口
座
振

　
　

年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

２３
険
料
額
決
定
通
知
書
を
７
月　

日
１５

（
金
）
に
送
付
し
ま
す
。

　
【
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め

て
い
た
だ
く
方
（
普
通
徴
収
）】
納

付
書
を
送
付
し
ま
す
。
納
期
は
７

月
～　

年
２
月
の
８
回
と
な
り
ま

２４

す（
上
表
１
参
照
）。
既
に
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
口
座
振
替
を

登
録
し
て
い
る
方
は
、
納
期
ご
と

に
口
座
振
替
さ
れ
ま
す

　
【
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
り

納
め
て
い
た
だ
く
方
（
特
別
徴

収
）】
特
別
徴

収
の
決
定
通

知
書
を
送
付

し
ま
す
。
年
６

回
の
年
金
支

給
の
際
に
天

引
き
と
な
り

ま
す

　
【　

月
か
ら

１０
年
金
天
引
き

に
な
る
方
】　
１０

月
か
ら
年
金
天
引
き
が
開
始
さ
れ

る
方
は
、
７
～
９
月
は
送
付
す
る

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
た
だ
き
、　

月
の
年
金
支

１０

給
時
か
ら
天
引
き
と
な
り
ま
す

年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）

を
中
止
し
て
、口
座
振
替

へ
納
付
方
法
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金

天
引
き
に
よ
る
納
付
が
原
則
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
申
し
出
に
よ
り

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
変
更
を
希
望
す
る
方
は
、

①
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
②
口

座
の
届
け
出
印
③
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
を
持
参
の
上
（
既

に
口
座
振
替
を
登
録
し
て
い
る
方

は
③
の
み
）、
保
険
年
金
課
（
市
役

所
１
階
）
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
高
齢
者
医
療
係

緯
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

後期高齢者医療制度
２３年度

替
依
頼
書
の
提
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
）
③
被
保
険
者
証
（
本
人
確

認
の
た
め
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
）

　

※
特
別
徴
収
も
口
座
振
替
も
、

お
支
払
い
い
た
だ
く
国
保
税
の
総

額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

税
率
の
改
定
に
つ
い
て

　

医
療
費
は
毎
年
増
加
傾
向
に
あ

り
、
今
年
度
に
つ
い
て
も
増
加
が

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
や
介
護
保
険
納

付
金
と
し
て
、
市
が
納
付
す
る
費

用
の
増
加
も
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

安
定
し
た
国
保
事
業
運
営
が
で

き
る
よ
う
、
医
療
費
の
増
加
に
伴

う
財
源
不
足
や
後
期
高
齢
者
支
援

金
、
介
護
保
険
納
付
金
の
財
源
不

足
を
補
う
た
め
、　

年
度
か
ら
国

２３

保
税
の
税
率
な
ど
に
つ
い
て
改
定

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
下
表

２
参
照
）。

　

将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
国

保
事
業
の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
、

改
定
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

国
民
健
康
保
険
税

　

年
度
納
税
通
知
書

２３

を
送
付
し
ま
す

表１　２３年度国民健康保険税および
後期高齢者医療保険料（普通徴収）納期一覧

納　期　日
区　分 後期高齢者医療

保険料（普通徴収）国民健康保険税

８月１日（月）８月１日（月）１期

８月３１日（水）８月３１日（水）２期

９月３０日（金）９月３０日（金）３期

１０月３１日（月）１０月３１日（月）４期

１１月３０日（水）１１月３０日（水）５期

１２月２６日（月）１２月２６日（月）６期

２４年１月３１日（火）２４年１月３１日（火）７期

２４年２月２９日（水）２４年２月２９日（水）８期

―２４年３月２６日（月）９期

　
　

年
度
の
介
護
保
険
料
が
決
定

２３
し
ま
し
た
の
で
、
決
定
通
知
書
を

７
月　

日
（
月
）
に
送
付
し
ま
す
。

１１

　

年
金
か
ら
天
引
き
し
て
納
め
て

い
た
だ
く
方
に
は
、
特
別
徴
収
決

定
通
知
書
送
付
し
ま
す
。
年
６
回

の
年
金
支
給
の
と
き
に
天
引
き
と

な
り
ま
す
。

　

銀
行
な
ど
の
窓
口
で
納
め
て
い

た
だ
く
普
通
徴
収
の
方
に
は
、
納

付
書
を
送
付
し
ま
す
。
納
期
は
９

回
で
す
。
納
付
に
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
は
、　

歳
以
上
の

４０

全
て
の
方
に
負
担
し
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
、
今
回
お
知
ら
せ
す

る
の
は
、
ご
自
分
で
保
険
料
を
納

め
て
い
た
だ
く　

歳
以
上
の
方
で

６５

す
（　

歳
未
満
の
方
の
保
険
料
は

６５

医
療
保
険
の
保
険
料
に
含
ま
れ
た

形
で
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
）。

　

介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
に
安
心
し
て
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

国
民
み
ん
な
で
支
え
合
っ
て
い
く

制
度
で
す
。
ま
た
、
本
人
だ
け
で

な
く
家
族
の
負
担
も
軽
く
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。
市
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
総
額
に
対
し
、　

歳
以

６５

上
の
方
の
保
険
料
が
、
こ
の
約
５

分
の
１
を
支
え
て
い
ま
す
。
保
険

料
の
負
担
に
つ
い
て
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

（
内
線
４
９
１
０
・
４
９
１
１
）へ
。

　
　

歳
～　

歳
の
方
に
は
、
被
保

７０

７４

険
者
証
に
一
部
負
担
金
割
合
（
１

割
ま
た
は
３
割
）
が
表
記
さ
れ
て

い
る
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
」（
以
下
、
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
）
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証

の
一
部
負
担
金
割
合
は
、　

年
度

２３

の
市
民
税
・
都
民
税
課
税
所
得
に

基
づ
い
て
判
定
し
、
８
月
に
更
新

し
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　

こ
の
判
定
に
よ
り
、
一
部
負
担

金
割
合
に
変
更
の
あ
る
方
に
は
、

新
し
い
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給

者
証
を
７
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て

に
送
付
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】今
回
の
判
定
に
よ
り

一
部
負
担
金
割
合
が
変
わ
ら
な
い

方
は
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
引
き
続
き

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

判
定
に
よ
り
、一
部
負
担
金

割
合
が
３
割
で
も
世
帯
収

入
基
準
に
基
づ
き
、申
請
に

よ
り
１
割
負
担
と
な
る 

場
合
が
あ
り
ま
す

　

申
請
に
よ
る
再
判
定
に
該
当
し
、

一
部
負
担
金
割
合
が
３
割
か
ら
１

割
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、

ご
案
内
と
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

申
請
に
よ
る
再
判
定
の
基
準
に

該
当
す
る
方
は
、
被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証
と　

年
度
所
得

２３

（　

年
１
月
～　

月
ま
で
の
収

２２

１２

入
）
が
確
認
で
き
る
も
の
（
確
定

申
告
書
の
控
え
、
源
泉
徴
収
票
な

ど
）
を
持
参
し
て
、
保
険
年
金
課

国
保
年
金
資
格
係（
市
役
所
１
階
）

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が

認
め
ら
れ
た
場
合
、
申
請
の
翌
月

１
日
か
ら
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

※
一
部
負
担
金
の
割
合
は
毎
年

８
月
に
年
次
更
新
さ
れ
ま
す
が
、

世
帯
構
成
の
変
更
や
修
正
申
告
な

ど
に
よ
り
、
年
次
更
新
時
以
外
で

も
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係
緯
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

２３年度　高齢受給者証判定基準

※１　課税所得金額とは、住民税を計算する際の、所得金額から所得控除の合計を差し引いた課税標準額のことです。
※２　特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世

帯に属する方のことです。
※３　自己負担限度額とは、７０歳～７４歳の前期高齢者の保険診療分の一部負担金の１カ月当たりの上限額のことです。外来、調剤

などの場合は、上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超えた額が給付されます（原則、対象の方の世帯に
は申請書を送付します）。ただし、入院または在宅末期医療総合診療の保険診療を受ける場合は、保険医療機関などの窓口で
上限額までの支払いとなります。

判定対象になる方は、７０歳〜７４歳で被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方です

申請による再判定に
より変更となるもの

申請による
再判定の基準

一部負担金割
合の当初判定

課税所得金額
（※１）

一部負担金割合が１割になりま
す（申請がない場合は３割と判
定）

収入３８３万円未満（判定対象者
が２人以上の場合は５２０万円未
満）

３割

判定対象者の中
で、１４５万円以上
の方が１人でも
いる場合

一部負担金割合が１割になりま
す（申請がない場合は３割と判
定）

判定対象者が１人の場合で、特
定同一世帯所属者（※２）の収
入も含み、収入が３８３万円以上
５２０万円未満

申請による変更はありません上記以外の方

申請による変更はありません住民税課税世帯

１割
判定対象者全員
が１４５万円未満
の場合

一部負担金割合の変更はありま
せんが、申請により高額療養費の
自己負担限度額などが下がる「限
度額適用・標準負担額減額認定
証」が交付されます（※３）

住民税非課税世帯

表２　国民健康保険税の税率等
課税限度額平等割額均等割額資産割率所得割率年度区分
47万円6,000円2万3,100円12.80%3.15%22（改定前）

医療分
51万円6,100円2万3,600円8.50%3.72%23（改定後）
12万円1,800円9,400円3.20%1.40%22（改定前）

後期高齢支援分
14万円１,８00円（改定なし）9,400円（改定なし）2.10%1.55%23（改定後）
10万円4,000円8,000円7.00%1.00%22（改定前）

介護分
12万円4,300円8,600円4.60%1.29%23（改定後）
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